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(54)【発明の名称】 内視鏡用散布処置具

(57)【要約】
【課題】本発明の目的は内視鏡を使用して観察や処置を
行う際において、内視鏡チャンネルヘの処置具の抜き差
し作業中に病変部位を見失うことがなく、再度焦点合わ
せを行う必要性を無くすことのできる内視鏡用散布処置
具を提供することにある。
【解決手段】本発明は、内部に少なくとも２つの管路が
形成された可撓性のシース２１の一の管路の先端に流体
散布用先端構成体３８を設け、一の管路を通じて上記流
体散布用先端構成体３８に流体を供給し、流体を散布す
ると共に、他の管路を通じて処置具を出し入れできるよ
うにしたものである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  可撓性のシースと、
このシースの内部に設けられた第１の管路と、
この第１の管路の先端に設けられた流体散布部と、
上記シースの手元側に設けられ、上記第１の管路に流体
を供給する、流体供給部と、
上記シースの内部に設けられた、処置用の第２の管路
と、
を具備することを特徴とする内視鏡用散布処置具。
【請求項２】  上記第２の管路には、手元側から処置具
が挿通されることを特徴とする、請求項１に記載の内視
鏡用散布処置具。
【請求項３】  上記第２の管路には、シースの先端に設
けられた処置具と手元側の操作部とを連結するための連
結手段が内蔵されることを特徴とする請求項１に記載の
内視鏡用散布処置具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡と併せて使
用される内視鏡用散布処置具に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】内視鏡
を用いて、体腔内の病変部を処置する際、散布チューブ
を用いて病変部位にインジゴカルミンやクリスタルバイ
オレットなどの色素を散布し、病変部周縁等を明瞭に
し、病変部の大きさの特定を行う作業が行われてきた。
この種の散布チューブは、例えば実開平３－５６４５１
号公報において知られている。
【０００３】また、近年では、観察部位を拡大して観察
できる、いわゆる拡大内視鏡が開発・使用されるように
なってきており、色素等を散布した病変部位の粘膜表層
の形態（ピットパターン）を拡大観察することにより、
内視鏡画像上で病変が良性か悪性かの判別ができるよう
になり、病変部位に対する色素散布を行なうことが益々
重要性を増してきた。
【０００４】ところで、病変粘膜を観察した後にも種々
の作業及び処置が行なわれるものである。以下に色素散
布後に行なわれる代表的な作業及び処置の例を示す。
【０００５】まず、病変粘膜が隆起性の場合には金属製
スネアワイヤにより隆起した病変部位を緊縛し、金属製
スネアワイヤに高周波電流を流し、隆起した病変部位を
焼灼して切除する。
【０００６】一方、病変粘膜が平坦型の場合には、まず
注入針により粘膜下に生理食塩水などの流体を注入し、
病変粘膜を膨隆させる。次に、膨隆させた状態の病変部
位を、金属製スネアワイヤにより緊縛し、その金属製ス
ネアワイヤに高周波電流を流すことにより病変部位を焼
灼して切除するようにする。
【０００７】また、切除作業後、病変粘膜が確実に切除
されたことを確認できるように、色素散布後に高周波電
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流を流したナイフワイヤにて、あらかじめ切除位置をマ
ーキングしておくこともある。
【０００８】また、色素散布後の粘膜を拡大観察して
も、確実に悪性の病変であるかどうかの診断が得られな
い場合には生検を行なうことにより組織を解析して確定
診断を得ることもある。
【０００９】さらには病変部を処置する前に測定具等を
用いて病変部の大きさを予め測定しておくこともある。
【００１０】以上に示したように、散布チューブを用い
て色素散布作業により病変部を明らかにする作業に続け
て、様々な作業、処置へと移行していく。つまり、散布
チューブを用いて色素散布作業後、その散布チューブを
内視鏡チャンネルから一旦、引き抜き、次の作業や処置
に合った処置具を内視鏡チャンネルに挿入する。
【００１１】このように、散布チューブを用いて色素散
布作業後、その病変粘膜を観察した後、その散布チュー
ブを内視鏡チャンネルから引き抜き、次の処置に合った
処置具を再度、内視鏡チャンネル内へ挿入するという手
順であるため、内視鏡チャンネルヘの処置具の抜き差し
作業を行なうことにより、せっかく視野内に捕らえてい
た病変部位を見失ったり、焦点が合わなくなり、再度拡
大内視鏡を操作し、焦点を合わせなければならない。
【００１２】特に、拡大内視鏡を用いて観察を行なう場
合、拡大内視鏡の観察深度は２～３ｍｍと非常に短く、
視野角も３５度と狭いため、通常の内視鏡に比べて病変
部位への位置合わせ、焦点合わせが難しく、その手技に
時間がかかるという欠点があった。
【００１３】しかも、拡大内視鏡が対象としている部位
は５ｍｍ程度の小さな病変部が多いため、内視鏡チャン
ネルヘの処置具の抜き差し作業の際に病変部位を見失っ
てしまうことが多かった。
【００１４】これにより、処置時間も長くなり、患者へ
の負担も増加してしまうという問題があった。
【００１５】本発明では色素散布作業後に行なわれる作
業や処置において、従来の内視鏡チャンネルに処置具を
抜き差しする作業に伴う上記の問題点を解消しようとい
うものである。
【００１６】すなわち、本発明の目的は内視鏡を使用し
て観察や処置を行う際において、内視鏡チャンネルヘの
処置具の抜き差し作業中に病変部位を見失うことがな
く、再度焦点合わせを行う必要性を無くすことのできる
内視鏡用散布処置具を提供することにある。
【００１７】
【課題を解決するための手段】請求項１に対応する発明
は、可撓性のシースと、このシースの内部に設けられた
第１の管路と、この第１の管路の先端に設けられた流体
散布部と、上記シースの手元側に設けられ、上記第１の
管路に流体を供給する、流体供給部と、上記シースの内
部に設けられた、処置用の第２の管路と、を具備するこ
とを特徴とする内視鏡用散布処置具である。
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【００１８】請求項２に対応する発明は、請求項１に対
応する発明の内視鏡用散布処置具において、上記第２の
管路には、手元側から処置具が挿通されることを特徴と
するものである。
【００１９】請求項３に対応する発明は、請求項１に対
応する発明の内視鏡用散布処置具において、上記第２の
管路には、シースの先端に設けられた処置具と手元側の
操作部とを連結するための連結手段が内蔵されることを
特徴とするものである。
【００２０】本発明の内視鏡用処置具を使用すれば、色
素散布作業に引き続き行われる作業、処置を、内視鏡チ
ャンネルへの抜き差し作業を行なうことなく、続けるこ
とができ、処置時間全体の減少と、その作業能率の向上
を図ることが可能である。
【００２１】
【発明の実施の形態】［第１の実施形態］図１は内視鏡
チャンネル内に内視鏡用散布処置具を挿入した状態での
拡大内視鏡の外観図である。
【００２２】図１で示すように、拡大内視鏡１は手元側
に位置する操作部２と、この操作部２に連結された可撓
管によって形成される挿入部３とが設けられている。挿
入部３には湾曲操作可能な湾曲部４を介して先端構成部
５が連結されている。操作部２には湾曲ノブ６、送気送
水ボタン７、吸引ボタン８、接眼部９と共に鉗子挿入口
金部１０が設けられている。
【００２３】鉗子挿入口金部１０には拡大内視鏡１内に
設置された図示しない内視鏡チャンネル（処置具チャン
ネルとも言う。以下、処置具チャンネルと呼ぶ。）の一
端が連結されている。処置具チャンネルの他端は先端構
成部５に形成された鉗子口１１に連結されている。
【００２４】内視鏡用散布処置具２０は拡大内視鏡１の
鉗子挿入口金部１０から処置具チャンネルに挿通される
シース２１を有する。シース２１はたとえばポリテトラ
フルオロエチレン、テトラフルオロエチレン－パーフル
オロアルキリビニルエーテル共重合体、テトラフルオロ
エチレン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体等の高分
子樹脂から作った可撓性チューブであり、上記処置具チ
ャンネル内に挿通して突き抜けるに十分な柔軟性と長さ
を持っている。
【００２５】また、シース２１は複数の管路を有しても
良い。さらに管路について言えば、その断面が丸に限定
されたものではなく、三日月型のような断面を有するも
のでも良い。また、管路の断面の大きさに限定はなく、
複数の管路の大きさは異なっても構わない。
【００２６】本実施形態に係る内視鏡用散布処置具２０
ではそのシース２１には図２に示すような２つの管路２
２ａ，２２ｂが形成されている。以下、内視鏡用散布処
置具２０について詳しく説明する。
【００２７】図３で詳細に示すように、内視鏡用散布処
置具２０のシース２１における手元端には処置具操作部
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本体２３が接着または圧入などの方法により固着されて
いる。処置具操作部本体２３の内部にはシース２１にお
ける２つの管路２２ａ，２２ｂにそれぞれ別々に通じる
孔２４ａ，２４ｂが設けられている。
【００２８】処置具操作部本体２３の一方の孔２４ａに
は注射器具の注射針操作部２５が摺動可能に嵌め込んで
取り付けられている。注射針操作部２５には生理食塩水
等の流体の供給する通路を形成する可撓性チューブ２６
が取り付けられている。注射針操作部２５は内視鏡的に
体腔内部位に注射を行なうときに注射器具を操作する作
業部を構成するものである。
【００２９】上記注射器具の可撓性チューブ２６は例え
ばポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレ
ン－パーフルオロアルキリビニルエーテル共重合体、テ
トラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共重
合体等の高分子樹脂製である。
【００３０】上記可撓性チューブ２６は処置具操作部本
体２３の孔２４ａからシース２１の管路２２ａにわたり
摺動可能に挿通されている。また、注射針操作部２３の
基端には第１口金２７が設けられ、第１口金２７には生
理食塩水等の流体を注入するための図示しないシリンジ
を取り付けるようになっている。
【００３１】また、処置具操作部本体２３の側上方部位
には第２口金２８が突設されている。第２口金２８は処
置具操作部本体２３の孔２４ｂに通じており、第２口金
２８は色素等の流体を注入するための図示しないシリン
ジを取り付ける流体供給部を構成する。
【００３２】次に、内視鏡用散布処置具２０の先端部分
の構成について説明する。上記シース２１の一方の管路
２２ａ内には注射器具の可撓性のチューブ２６が配置さ
れている。このチューブ２６の先端には流体注入針３１
の基端部分が圧入または接着等の方法により固着されて
いる。そこで、注射針操作部２５を前後に進退させる
と、チューブ２６を介して、流体注入針３１が前後に移
動し、シース２１の先端から突没する。
【００３３】なお、シース２１の管路２２ａにおける先
端部内にはパイプ状の流体注入針先端ストッパ３２が圧
入もしくは接着等の方法により固着されている。
【００３４】この流体注入針先端ストッパ３２にチュー
ブ２６の先端が突き当たることにより流体注入針３１の
突出長さが規制され、流体注入針３１の突出長さが常に
一定に保たれるようになっている。チューブ２６を引き
込むことにより流体注入針３１の突出先端がシース２１
の先端から流体注入針先端ストッパ３２内に引き込める
ようになっている。
【００３５】上記シース２１の他方の管路２２ｂにおけ
る先端部分にはスクリュー押え管３６の基端部が圧入ま
たは接着などの方法により固着されている。スクリュー
押え管３６の先端にはスクリュー体３７を内蔵した筒状
の先端構成体３８が取り付けられている。先端構成体３
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８の先端には流体噴出孔３９が設けられている。そし
て、先端構成体３８は流体噴出孔３９から流体を散布す
る流体散布部を構成するようになっている。
【００３６】先端構成体３８の内部にはスクリュー体３
７が同心的に密に嵌合して設けられている。また、スク
リュー体３７の周面には螺旋状の溝４１が加工されてお
り、スクリュー体３７の周面はスクリュー押え管３６と
流体噴出孔３９を設けた先端構成体３８によって覆われ
ている。そして、散布する流体はスクリュー体３７の螺
旋状の溝４１を通じて流れるときに旋回し、流体噴出孔
３９から霧状に噴出する。
【００３７】なお、スクリュー体３７は先端構成体３８
内において固定しておいても良いが、先端構成体３８の
中で回転及び軸方向に動くためのクリアランスを有して
設置するようにしてもよい。
【００３８】また、シース２１へ固着された流体注入針
先端ストッパ３２とスクリュー押え管３６の固着強度を
増加させるために、図４で示すように、シース２１の外
周にパイプ４２を被せ、そのパイプ４２の両端をカシメ
付けるようにしてもよい。シース２１の外周にパイプ４
２を被せてカシメ付ける方法は単一の管路を有するシー
スの場合にも応用可能である。
【００３９】ところで、シース２１について先端側部分
よりも手元側部分の強度を増加させることにより、シー
ス２１の手元側での座屈を防止し、内視鏡１の処置具チ
ャンネルヘの挿入性をより向上させることができる。図
５はその一例を示すものであり、これは操作部本体２３
からシース２１の先端に向けて、シース２１の外周に外
シース４５を被せ、外シース４５の先端部分をシース２
１に固定する方法である。外シース４５をシース２１に
固定する方法としては接着剤で固定する方法や熱収縮チ
ューブ４６を用いて固定する方法等がある。
【００４０】このような折止め方法は特に複数の管路を
有するシースに限ったものではなく、単一の管路を有す
るシースの場合にも応用可能である。
【００４１】ところで、内視鏡１の湾曲部４の部分を容
易に通過させるために内視鏡用散布処置具２０のシース
２１の先端部は柔軟性を有していることが必要である。
シース２１に柔軟性を持たせる目的で、図６で示すよう
にシース２１の管路２２ａに側面に加工４７を施す。こ
の加工方法としては図７で示すように、治具５０の溝５
１内にシース２１をセットし、片歯ナイフ５２によりＡ
方向及びＢ方向に切り目を入れて側壁を切り欠く方法が
ある。側面加工４７は１ケ所に限らず、シース２１にお
いて何ヶ所でもよい。
【００４２】次に、上記構成の内視鏡用散布処置具２０
を使用する場合の作用について説明する。予め体腔内に
挿入部３を挿入した拡大内視鏡１の鉗子挿入口金部１０
より内視鏡用散布処置具２０のシース２１を差し込み、
内視鏡１の挿入部３及び湾曲部４内のチャンネルを貫通
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して先端構成部５よりシース２１の先端部分を突き出さ
せる。
【００４３】ついで、拡大内視鏡１を操作し、粘膜表層
に焦点を合わせ、拡大観察を行う。このとき、病変部が
消化管内の半月ひだなどの組織で死角となっている場合
であって、病変部の正面視が困難なときには、内視鏡用
散布処置具２０の先端構成体３８を、病変近傍に押し当
て、さらに空気を送気，吸引しながらひだなどの組織を
のけながら病変部の正面視を行う。
【００４４】そして、色素等の流体が満たされたシリン
ジを処置具操作部本体２３の第２口金２８に接続して色
素等の流体を注入する。シリンジから注入された色素等
の液体は第２口金２８より処置具操作部本体２３内の孔
２４ｂを経てシース２１内の管路２２ｂを通り、スクリ
ュー押え管３６からスクリュー体３７の周面の小さな溝
４１を流れ、旋回して通過し、先端構成体３８の噴出孔
３９より前方に向けて広がるように噴霧される。
【００４５】病変部を観察後、引き続き注射針操作部２
５を前方に押し出し、流体注入針３１をシース２１の先
端部分から突き出す。シース２１の先端から突き出され
た流体注入針３１を粘膜内に穿刺する。
【００４６】その後、注射針操作部２５の第１口金２７
に生理食塩水等を満たしたシリンジを取り付け、粘膜下
に生理食塩水等を注入し、病変部位を隆起させる。
【００４７】以上の説明で分かるように、拡大内視鏡１
を用いた拡大観察の際、散布処置具２０や注射器の出し
入れが不要であるので、拡大内視鏡１の目的の病変部位
への位置合わせや、焦点合わせの作業が不要であった
り、時間短縮が図れる。また、処置具チャンネルヘの処
置具の抜き差し作業を省略することができることから、
処置時間全体の作業簡略化を図ることができる。これに
より、術者や患者の負担が軽減する。
【００４８】［第２の実施形態］図８で示すように、本
実施形態に係る内視鏡用処置具は前述した第１実施形態
のものと同様、シース２１は２つの管路２２ａ，２２ｂ
を有するものであり、一方の管路２２ｂの先端部分に筒
状の先端構成体３８を直接に圧入し、圧着または接着な
どの方法により固着したものである。先端構成体３８の
先端には噴出ノズル孔６１が形成されている。
【００４９】また、シース２１の他方の管路２２ａ内に
挿通してスネア６２を装着するようにした。すなわち、
シース２１の一方の管路２２ａ内にはスネア６２の操作
ワイヤ６３を挿通して設け、この操作ワイヤ６３の先端
に金属製のスネア６２を設け、操作ワイヤ６３の後端に
はスライダ６４を接続した。そして、スライダ６４を前
後に移動させることにより、上記スネア６２を進退させ
ることができるようになっている。
【００５０】このスライダ６４は処置具操作部本体２３
に取り付けられたガイド６６上を移動自在なものであ
る。スライダ６４には高周波電源接続用のプラグ６７が
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7
設けられ、このプラグ６７より操作ワイヤ６３を通じ
て、先端のスネア６２に高周波電流を流すことができ
る。
【００５１】処置具操作部本体２３の側方には前述した
第１実施形態と同様、口金２８が突設されている。口金
２８には処置具操作部本体２３の孔２４ｂを介してシー
ス２１の管路２２ｂに通じている。この口金２８には色
素等の流体を注入するための図示しないシリンジが取り
付け得るようになっている。
【００５２】本実施形態の内視鏡用処置具を使用する場
合にも前述した第１実施形態での場合と同様、経内視鏡
的に体腔内に導入して使用される。
【００５３】まず、内視鏡により、粘膜表層に焦点を合
わせ、拡大観察を行う。そして、色素等の流体が満たさ
れたシリンジを処置具操作部本体２３の口金２８に接続
して色素等の流体を注入する。注入された色素等の液体
は口金２８から処置具操作部本体２３内の孔２４ｂを経
てシース２１内の管路２２ｂに流れ、先端構成体３８の
噴出孔６１より前方に向けて噴射される。粘膜表層に流
体を散布後、引き続き隆起性病変部を、スネア６２によ
り緊縛し、高周波を流すことにより、病変部の切除を行
なう。その他は第１実施形態のものと同じである。
【００５４】［第３の実施形態］図９で示すように、本
実施形態に係る内視鏡用処置具は第２実施形態でのスネ
ア６２の代わりに操作ワイヤ６３の先端にナイフワイヤ
６８を設けたものである。
【００５５】本実施形態の内視鏡用処置具は第２実施形
態に係る内視鏡用処置具と同様に使用されるが、次の点
で相違する。すなわち流体を散布後、引き続きナイフワ
イヤ６８に高周波電流を流し、病変部の辺縁の粘膜を焼
灼することによりマーキングを行なって、正常粘膜との
区別を付け得るようにしたものである。その他は前述し
た第１実施形態のものと同じである。
【００５６】［第４の実施形態］図１０で示すように、
本実施形態に係る内視鏡用処置具は第２実施形態でのス
ネア６２の代わりにその一方の管路２２ａに挿通される
屈曲式のメジャー処置具７１を設けたものである。
【００５７】メジャー処置具７１は操作ワイヤ７２と、
これを挿通するコイルシース７３を備え、コイルシース
７３の先端には先端カバー７４が取着されている。先端
カバー７４には前方に延びる一対の支持片７５が一体に
形成されており、支持片７５の先端部には屈曲式のメジ
ャーチップ７６が第１ピン８１を介して枢着されてい
る。また、操作ワイヤ７２の先端にはワイヤツナギ７７
が接続され、ワイヤツナギ７７の先端には第２ピン８２
を介してリンク板７８の一端が枢着されている。リンク
板７８の他端にはメジャーチップ７６の基部に第３ピン
８３を介して枢着されている。ワイヤツナギ７７及びリ
ンク板７８の部分は先端カバー７４によって覆われてい
る。メジャーチップ７６は通常、ワイヤツナギ７７及び
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操作ワイヤ７２にわたり同軸直線にあり、操作ワイヤ７
２を牽引することにより、メジャーチップ７６が第１ピ
ン８１のまわりを回動して屈曲できるようになってい
る。つまり、メジャーチップ７６は図１０で示される直
線の状態と屈曲する状態で起伏できる。
【００５８】コイルシース７３の手元端は処置具操作部
本体２３に接続されている。処置具操作部本体２３には
ガイド８５が接続され、ガイド８５上をスライダ８６が
スライドする。スライダ８６には上記操作ワイヤ７２の
基端が連結されている。そして、スライダ８６を前後に
移動させることにより上記操作ワイヤ７２を進退して先
端のメジャーチップ７６を起伏操作できるようになって
いる。
【００５９】本実施形態の内視鏡用処置具は前述した実
施形態に係る内視鏡用処置具と同様に使用されるが、次
の点で相違する。すなわち流体を散布後、メジャーチッ
プ７６を用いて病変部位の大きさの測定を引き続き行
う。病変部位の向きや位置に応じてメジャーチップ７６
を起伏し、適切な測定作業を行なうことができる。その
他は前述した実施形態のものと同じである。
【００６０】［第５の実施形態］図１１で示すように、
本実施形態では第４の実施形態のメジャーチップ７６の
代わりに一対の鉗子カップ９０を設けたものである。
【００６１】各鉗子カップ９０はその中間部が共通の第
１のピン９１により先端カバー７４の支持片７５に枢着
され、各鉗子カップ９０の基端にはそれぞれ別のリンク
板７８の一端が第２のピン９２を介して枢着されてい
る。リンク板７８の他端は操作ワイヤ７２の先端に接続
されたワイヤツナギ７７の先端に第３のピン９３を介し
て枢着されている。
【００６２】また、鉗子カップ９０は第１のピン９１に
より、先端カバー３５に接続されており、先端カバー７
４の後端はコイルシース７３に取り付けられ、コイルシ
ース７３の端部は処置具操作部本体２３に取着されてい
る。
【００６３】本実施形態の内視鏡用処置具は前述した実
施形態に係る内視鏡用処置具と同様に使用されるが、次
の点で相違する。すなわち流体を散布後、口金２８より
流体を散布後、引き続き生検を行う。その他は前述した
第１の実施形態と同じである。
【００６４】［第６の実施形態］図１２で示すように、
本実施形態での内視鏡用処置具は単一の管路１０１を持
つ第１のシース１０２を備え、第１のシース１０２の先
端に噴出孔１０３を設けた先端構成体１０４が圧入して
接着などの方法により固定的に取り付けられている。第
１のシース１０２の手元部には処置具操作部本体１０６
が取り付けられ、第１のシース１０２の管路１０１は処
置具操作部本体１０６の側方に突設された口金１０７に
通じている。
【００６５】第１のシース１０２の内部には第２のシー
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ス１０８が摺動可能に設けられている。第２のシース１
０８の先端部分には流体注入針１１１が設けられてい
る。第２のシース１０８の手元部には注射針操作部１１
２が取り付けられ、この注射針操作部１１２を操作する
ことにより、流体注射針１１１が、先端構成体１０４の
噴出孔１０３より突没する。
【００６６】また、処置具操作部本体１０６内には第２
のシース１０８と管路１０１の水密を保つためのＯリン
グ１１４が設けられている。前述した第１の実施形態の
ものと同じように使用することができる。
【００６７】本発明は上記各実施形態のものに限定され
るものではない。上記説明によれば以下の付記に挙げる
各項およびそれらの項を任意に組み合わせた事項が得ら
れる。
【００６８】［付記］
１．可撓性のシースと、このシースの内部に設けられた
第１の管路と、この第１の管路の先端に設けられた流体
散布部と、上記シースの手元側に設けられ、上記第１の
管路に流体を供給する、流体供給部と、上記シースの内
部に設けられた、処置用の第２の管路と、を具備するこ
とを特徴とする内視鏡用散布処置具。
【００６９】２．第１項に示された内視鏡用散布処置具
において、上記第２の管路には、手元側から処置具が挿
通されることを特徴とする。
【００７０】３．第１項に示された内視鏡用散布処置具
において、上記第２の管路には、シースの先端に設けら
れた処置具と手元側の操作部とを連結するための連結手
段が内蔵されることを特徴とする。
【００７１】４．内部に少なくとも２つの管路が形成さ
れた可撓性のシースと、このシースの第１の管路の先端
に設けられた流体散布部と、この流体散布部が設けられ
た第１の管路の手元側に流体供給部と、を具備し、上記
第１の管路を通じて流体を上記流体散布部に供給し、上
記流体散布部により流体を散布すると共に、第２の管路
を通じて処置ができるようにしたことを特徴とする内視
鏡用散布処置具。
【００７２】５．第１，４項に示された内視鏡用散布処
置具において、流体散布部が上記シースの第１の管路の
先端に設けられた先端構成体と、この先端構成体に設け
られた噴出孔とからなることを特徴とする。
【００７３】６．第１，４項に示された内視鏡用散布処
置具において、流体散布部が上記シースの第１の管路の
先端に設けられた先端構成体と、この先端構成体に設け
られた噴出孔と、上記先端構成体内に配置され上記噴出
孔へ向けて渦巻き流を供給する周面に螺旋状溝を有した
スクリューからなることを特徴とする。
【００７４】７．第１，４，５，６項に示された内視鏡
用散布処置具において、上記シースの第２の管路の先端
に内視鏡的処置を行なうための作業部を有し、該第２の
管路の基端部には上記作業部の操作部を有することを特
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徴とする。
【００７５】８．第７項に示された内視鏡用散布処置具
において、上記作業部が上記シースの第１の管路内に出
し入れ可能に構成されていることを特徴とする。
【００７６】９．第７，８項に示された内視鏡用散布処
置具において、上記シースの第２の管路内に、手元側に
おいて進退操作可能な可撓性のある第２のシースと、こ
の第２のシースの先端部に設けられた流体注射針と、上
記第２のシースの手元側に設けられ上記シースの先端部
に対して上記流体注射針を突没動作させる操作部と、こ
の操作部に設けられ上記流体注射針の先端に流体を供給
するための第２の流体供給部とを具備したことを特徴と
する。
【００７７】１０．第７，８項に示された内視鏡用散布
処置具において、上記第２の管路内に、手元側において
進退操作可能な導電性操作ワイヤと、この操作ワイヤの
先端に取り付けられ上記シースの先端部において被切開
組織を把持してその把持部を上記シースの先端に引き付
ける進退自在なスネアと、上記操作ワイヤの後端に接続
され上記操作ワイヤを押し引きしてスネアを作動する操
作部と、この操作部に設けられた高周波電源接続用プラ
グと、このプラグから操作部の部材及び上記操作ワイヤ
を介して上記スネアに高周波を通電するための誘導手段
とを具備したことを特徴とする。
【００７８】１１．第７，８項に示された内視鏡用散布
処置具において、上記第２の管路内に挿通された可撓性
のある第２のシースと、この第２のシース内に進退自在
に挿通された操作ワイヤと、上記第２のシースの先端に
設けられ、上記操作ワイヤに連結され上記第２のシース
の先端部において生体組織を掴み取るための一対の鉗子
カップと、上記第２のシースの後端に接続され上記操作
ワイヤを押し引きして上記鉗子カップを開閉動作させる
操作部とを具備したことを特徴とする。
【００７９】１２．第７，８項に示された内視鏡用散布
処置具において、上記第２の管路内に挿通された操作ワ
イヤと、この操作ワイヤに連結され上記シースの先端部
において生体組織を掴み取るための一対の鉗子カップ
と、上記操作ワイヤに連結され上記鉗子カップを開閉動
作させる操作部とを具備したことを特徴とする。
【００８０】１３．第７，８項に示された内視鏡用散布
処置具において、上記第２の管路内に挿通され外部に対
し電気的に絶縁された可撓性のある第２のシースと、こ
の第２のシース内に進退自在に挿通された操作ワイヤ
と、上記第２のシースの先端に設けられ上記操作ワイヤ
に連結された、生体組織を高周波により採取するための
一対の鉗子カップと、上記第２のシースの後端に接続さ
れ上記操作ワイヤを押し引きして上記鉗子カップを開閉
動作させる操作部と、この操作部に設けられた高周波電
源接続用プラグと、このプラグから操作部の部材及び挿
入部内の部材を介して上記鉗子カップに高周波を通電す
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るための誘導手段とを具備したことを特徴とする。
【００８１】１４．第７，８項に示された内視鏡用散布
処置具において、上記第２の管路内に挿通された操作ワ
イヤと、この操作ワイヤに連結され上記シースの先端部
において生体組織を高周波により採取するための一対の
鉗子カップと、上記操作ワイヤに連結され上記鉗子カッ
プを開閉動作させる操作部と、この操作部に設けられた
高周波電源接続用プラグと、このプラグから操作部の部
材及び挿入部内の部材を介して上記鉗子カップに高周波
を通電するための誘導手段とを具備したことを特徴とす
る。
【００８２】１５．第７，８項に示された内視鏡用散布
処置具において、上記シースの第２の管路内に進退自在
に挿通された導電性操作ワイヤと、この操作ワイヤの先
端に取り付けられたナイフワイヤと、上記操作ワイヤの
後端に接続され上記操作ワイヤを押し引きして上記ナイ
フワイヤを上記シース先端部に対して突没動作させる操
作部と、この操作部に設けられた高周波電源接続用プラ
グと、このプラグから操作部の部材及び上記操作ワイヤ
を介して上記ナイフワイヤに高周波を通電するための誘
導手段とを具備したことを特徴とする。
【００８３】１６．第７，８項に示された内視鏡用散布
処置具において、上記シースの第２の管路内に挿通され
た可撓性のある第２のシースと、この第２のシース内に
進退自在に挿通された操作ワイヤと、上記第２のシース
の先端に設けられ、上記操作ワイヤに連結され上記第２
のシースの先端部において屈曲可能に取り付けられた測
長チップと、上記第２のシースの後端に接続され上記操
作ワイヤを押し引きして上記測長チップを屈曲動作させ
る操作部とを具備したことを特徴とする。
【００８４】１７．第７，８項に示された内視鏡用散布
処置具において、上記シースの第２の管路内に手元操作
により進退可能に挿通された操作ワイヤと、この操作ワ
イヤの進退動作により上記シース先端部において屈曲可
能に取り付けられた測長チップとを具備したことを特徴
とする。
【００８５】１８．第７，８項に示された内視鏡用散布
処置具において、第２の管路を構成する第２のシース先
端に設けられた流体注入針と、この第２のシースの手元
側に設けられ上記第１の管路の先端に設けられた先端構
成体の噴出孔より上記流体注入針を突没操作可能な操作
部と、この操作部に設けられ上記流体注入針に流体を供
給するための第２の流体供給部とを具備したことを特徴
とする。
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【００８６】
【発明の効果】本発明によれば、可撓性シース内の複数
の管路のうち１つの管路に設けられた色素散布部と、他
の管路に設けられた色素散布作業に引き続き行われる作
業、処置を行うことが可能な処置部により、拡大内視鏡
を使用した拡大観察の際の小病変の見失い、焦点のズレ
を防止することができる。また、内視鏡の鉗子チャンネ
ル内への処置具の抜き差し作業が省略されたことによ
り、処置作業を簡略化することができ、処置作業の能率
向上を図ることができる。これにより患者の負担軽減に
つなげることもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態に係る内視鏡用散布処置具をチ
ャンネルに挿入した状態での拡大内視鏡の外観図であ
る。
【図２】上記内視鏡用散布処置具のシースの横断面図で
ある。
【図３】上記内視鏡用散布処置具の縦断面図である。
【図４】上記内視鏡用散布処置具の先端部分の拡大した
縦断面図である。
【図５】上記内視鏡用散布処置具のシースの基端部分の
縦断面図である。
【図６】上記内視鏡用散布処置具のシースの先端部分の
斜視図である。
【図７】上記内視鏡用散布処置具のシースの先端部分に
施す加工方法の説明図である。
【図８】第２の実施形態に係る内視鏡用散布処置具の横
断面図である。
【図９】第３の実施形態に係る内視鏡用散布処置具の横
断面図である。
【図１０】第４の実施形態に係る内視鏡用散布処置具の
横断面図である。
【図１１】第５の実施形態に係る内視鏡用散布処置具の
横断面図である。
【図１２】第６の実施形態に係る内視鏡用散布処置具の
横断面図である。
【符号の説明】
１…拡大内視鏡、２０…内視鏡用散布処置具、２１…シ
ース、２２ａ，２２ｂ…管路、２３…処置具操作部本
体、２５…注射器具の注射針操作部、２６…可撓性チュ
ーブ、２７…第１口金、２８…第２口金、３１…流体注
入針、３６…スクリュー押え管、３７…スクリュー体、
３８…先端構成体、３９…流体噴出孔、４１…螺旋状の
溝。
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